
 

   

 

契 約 書 

 

 発注者と受注者は、「札幌管区気象台庁舎他で使用する電気（高圧）の調達」のうち、稚内

港湾合同庁舎で使用する電気の調達について、次の条項により需給契約を締結する。 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 発注者及び受注者は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 

 

（契約の目的） 

第２条 受注者は別紙仕様書に基づき、札幌管区気象台庁舎ほかで使用する電力を需要に応じ

て供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。 

 

（契約期間） 

第３条 契約期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

（契約電力） 

第４条 契約電力は、当月の最大需要電力と前１１か月の最大需要電力のうちいずれか大きい

値とする。 

 

（供給電気の種類等） 

第５条 供給電気は、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギ

ー由来の供給電力量の割合が６０％を満たすこととする。また、その環境価値について、

発注者に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこととする。 

  ２ 受注者は、契約期間における電力供給終了後翌月１０日までに、供給元電源情報及び

供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を書面によ

り発注者を代表して支出負担行為担当官札幌管区気象台長に提出することとする。間に

合わない場合は協議の上、決定すること。また、再生可能エネルギー電気の供給に環境

価値を持つ証書を用いた場合においては、証書の写しを発注者受注者協議により定めた

期間内に提出することとする。なお、提出された証書の写しに記載されている情報が前

項に規定する要件を満たしていない場合、受注者は、前項に規定する要件を満たす証書

を追加で購入し、その証書の写しを発注者を代表して支出負担行為担当官札幌管区気象

台長に提出する等により補完することとする。 

 

（契約金額） 



 

   

 

第６条 契約金額は別紙のとおりとする。なお、契約金額には、消費税及び地方消費税を含む

ものとする。 

２ 受注者の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、双方協議のう

え、契約金額を改定する。 

 

（契約保証金） 

第７条 発注者は、この契約に係る受注者が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第８条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の承諾

を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証協会

及び中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の４に規定する金

融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 

２ 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、発注者の対価の支払による

弁済の効力は、発注者が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場

合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令（昭和５５年政令第２２号）

第５条第１項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じ

るものとする。 

 

（使用電力量の増減） 

第９条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができ 

る。 

 

（計量及び検査） 

第 10 条 計量日時は発注者、受注者協議による日（以下「計量日」という。）に行うこととし、

受注者は計量日に使用電力量を算定し発注者の指定する検査職員（以下「検査職員」と

いう。）による検査を受けるものとする。 

 

（料金の算定期間） 

第 11 条 料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までとする。 

 

（料金の請求及び支払い） 

第 12 条 受注者は、第 10 条に定めた検査終了後、契約電力に第６条第１項で定める契約金額

（基本料金単価）を乗じて得た額（ただし、力率割引割増を行う場合は、力率割引割

増して得た額とする。）と、当該月における使用電力量に第６条第１項に定める契約金



 

   

 

額（従量料金単価）を乗じて得た額（ただし、燃料調整を行う場合は、燃料調整額を

加えた額又は差引した額とする。また、電気事業者による再生可能エネルギー電気の

調達に関する特別措置法については、北海道管内の旧一般電気事業者（みなし小売電

気事業者）が特定規模需要に対して定める標準供給条件（電気契約標準約款）による

額を加えた額とする。）とを合計した額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合は、

これを切捨てた金額とする。）を１月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者

から適法な請求書を受理した日から３０日（以下「約定期間」という。）以内に支払わ

なければならない。 

力率割引割増は受注者が公表している約款により算定し、これらに関する事項を変更

する場合は、双方協議して定めるものとする。 

 なお、燃料費等調整額（燃料費調整額、離島ユニバーサル調整額、市場価格調整額）、

スポット市場価格調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算は、当該地域を供給

区域とする旧一般電気事業者（みなし小売電気事業者）が定める電気契約標準約款によ

るものとする。 

ただし、発注者が受注者の定める約款の期日を超えて支払う場合は受注者の約款に

定める料金を適用するものとする。 

 

（遅延利息）  

第 13 条 発注者は自己の責に帰すべき理由により前条の約定期間内に請求金額を支払わなか

った場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、請求金額

に対して双方協議による合意のうえ定めた割合で計算した遅延利息を、速やかに受注

者に支払うものとする。（その率は年２．５０パーセントの割合を限度とするものとす

る。） 

ただし、その金額に１００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。 

 

（機密の保持） 

第 14 条 受注者は、業務上知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならない。なお、受注者

は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。 

 

（解除） 

第 15 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除

することができる。 

（１） 受注者が、天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがな

いと発注者が認めたとき。 



 

   

 

（２） 受注者が正当な事由により解約を申出たとき。 

（３） 本契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。 

（４） 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この

項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には

その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下

この条において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴

力団員（以下「暴力団」という。）であると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる

とき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与して

いると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当

すると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相

手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して

当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

（５） 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反又は、本契約の目的を達成

することができないと認められるとき。 

 

（違約金） 

第 16 条 天災その他不可抗力の原因又は前条第 2 号の規定によらないで本契約が解除された

場合、受注者は、双方協議して定める金額を発注者に支払うものとする。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第 17 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求

に基づき、解除部分に対する予定数量に契約単価を乗じた金額（この契約締結後、契

約額の変更があった場合には、変更後の契約額）の１０分の１に相当する額を違約金



 

   

 

として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（１） この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭

和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。) 第３条の規定に違反し、

又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違

反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１

項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金

の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確

定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合

を含む。） 

（２） 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命

令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受

注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したも

のをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべ

てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この

契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行と

しての事業活動があったとされたとき。 

（３） 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３

条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反す

る行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（こ

れらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行

い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当

該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われた

ものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

（４） この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑

法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１号若し

くは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

   ２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当

該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３．００パーセントの

割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（損害賠償） 

第 18 条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることがで

きる。 

 

（協議） 

第 19 条 本契約について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、双



 

   

 

方協議して定めるものとする。原契約における料金の支払い及び請求、その他双方の

協議が必要となった場合の受注者との対応ならびに契約の変更は、発注者のうち、支

出負担行為担当官 札幌管区気象台長が行うものとする。 

 

第 20 条 この契約に関する訴訟は、札幌地方裁判所を管轄裁判所として行うものとする。 

 

この契約の締結の証として本書 2 通を作成し、双方記名押印の上、発注者及び受注者が各 1

通を保有する。 

 

令和 ８年 ４月  日 

 

（発注者）  北海道札幌市中央区北２条西１８丁目 

       

 

             

北海道小樽市港町５番２号 

 

                 

 

 

             北海道札幌市中央区大通西１０丁目 

 

  

 

 

             北海道小樽市港町５番２号 

 

                 

 

 

北海道札幌市中央区大通西１２丁目 

 

                  

 

（受注者）   



 

   

 

 

 

        

    別紙 

施設名 基本料金単価 従量料金単価 

稚内港湾合同庁舎 円/ kW 
平日料金 円/kWh 

休日料金 円/kWh 

 



 
 

   

 

契 約 書  

 

支出負担行為担当官     （以下「発注者」という。）と、    （以下「受注者」と

いう。）とは、「札幌管区気象台庁舎他で使用する電気（高圧）の調達」のうち、稚内港湾合

同庁舎以外の需要場所に係る電気の調達について、次の条項により需給契約を締結する。 

 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 発注者及び受注者は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 

 

（契約の目的） 

第２条 受注者は別紙仕様書に基づき、札幌管区気象台庁舎ほかで使用する電力を需要に応じて

供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。 

 

（契約期間） 

第３条 契約期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

（契約電力） 

第４条 契約電力は、当月の最大需要電力と前１１か月の最大需要電力のうちいずれか大きい値

とする。 

 

（供給電気の種類等） 

第５条 供給電気は、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー

由来の供給電力量の割合が６０％を満たすこととする。また、その環境価値について、発

注者に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこととする。 

  ２ 受注者は、契約期間における電力供給終了後翌月１０日までに、供給元電源情報及び供

給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を書面により

発注者に提出することとする。間に合わない場合は協議の上、決定すること。また、再生

可能エネルギー電気の供給に環境価値を持つ証書を用いた場合においては、証書の写しを

発注者受注者協議により定めた期間内に提出することとする。なお、提出された証書の写

しに記載されている情報が前項に規定する要件を満たしていない場合、受注者は、前項に

規定する要件を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを発注者に提出する等により

補完することとする。 

 



 

   

 

（契約金額） 

第６条 契約金額は別紙のとおりとする。なお、契約金額には、消費税及び地方消費税を含むも

のとする。 

２ 受注者の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、双方協議のうえ、

契約金額を改定する。 

 

（契約保証金） 

第７条 発注者は、この契約に係る受注者が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第８条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の承諾を

得た場合を除き第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証協会及び

中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の４に規定する金融機関

に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 

２ 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、発注者の対価の支払による弁

済の効力は、発注者が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合に

おける予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令（昭和５５年政令第２２号）第５条

第１項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものと

する。 

 

（使用電力量の増減） 

第９条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができ 

る。 

 

（計量及び検査） 

第 10 条 計量日時は発注者、受注者協議による日（以下「計量日」という。）に行うこととし、

受注者は計量日に使用電力量を算定し発注者の指定する検査職員（以下「検査職員」とい

う。）による検査を受けるものとする。 

 

（料金の算定期間） 

第 11 条 料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までとする。 

 

（料金の請求及び支払い） 

第 12 条 受注者は、第 10 条に定めた検査終了後、契約電力に第６条第１項で定める契約金額

（基本料金単価）を乗じて得た額（ただし、力率割引割増を行う場合は、力率割引割増



 

   

 

して得た額とする。）と、当該月における使用電力量に第６条第１項に定める契約金額

（従量料金単価）を乗じて得た額（ただし、燃料調整を行う場合は、燃料費調整額を加

えた額又は差引した額とする。また、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法については、北海道管内の旧一般電気事業者（みなし小売電気事業

者）が特定規模需要に対して定める標準供給条件（電気契約標準約款）による額を加え

た額とする。）とを合計した額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切捨

てた金額とする。）を１月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者から適法な請

求書を受理した日から３０日（以下「約定期間」という。）以内に支払わなければならな

い。 

 力率割引割増は受注者が公表している約款により算定し、これらに関する事項を変更

する場合は、双方協議して定めるものとする。 

 なお、燃料費等調整額（燃料費調整額、離島ユニバーサル調整額、市場価格調整額）、ス

ポット市場価格調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算は、当該地域を供給区域

とする旧一般電気事業者（みなし小売電気事業者）が定める電気契約標準約款によるもの

とする。 

ただし、発注者が受注者の定める約款の期日を超えて支払う場合は受注者の約款に定

める料金を適用するものとする。 

 

（遅延利息）  

第 13 条 発注者は自己の責に帰すべき理由により前条の約定期間内に請求金額を支払わなかっ

た場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、請求金額に対

して双方協議による合意のうえ定めた割合で計算した遅延利息を、速やかに受注者に支

払うものとする。（その率は年２．５０パーセントの割合を限度とするものとする。） 

ただし、その金額に１００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとす

る。 

 

（機密の保持） 

第 14 条 受注者は、業務上知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならない。なお、受注者は、

本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。 

 

（解除） 

第 15 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除す

ることができる。 

（１） 受注者が、天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがない

と発注者が認めたとき。 



 

   

 

（２） 受注者が正当な事由により解約を申出たとき。 

（３） 本契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。 

（４） 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項

において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この

条において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以

下「暴力団」という。）であると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与している

と認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当す

ると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手

方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契

約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

（５） 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反又は、本契約の目的を達成す

ることができないと認められるとき。 

 

（違約金） 

第 16 条 天災その他不可抗力の原因又は前条第 2 号の規定によらないで本契約が解除された場

合、受注者は、双方協議して定める金額を発注者に支払うものとする。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第 17 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に

基づき、解除部分に対する予定数量に契約単価を乗じた金額（この契約締結後、契約額

の変更があった場合には、変更後の契約額）の１０分の１に相当する額を違約金として

発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 



 

   

 

（１） この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和

２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。) 第３条の規定に違反し、又は

受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反し

たことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独

占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付

命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した

当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

（２） 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者

等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをい

い、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定

した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、

独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活

動があったとされたとき。 

（３） 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条

又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する

行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これ

らの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、

これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反

する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであ

り、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

（４） この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法

（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１号若しくは

第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

   ２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当

該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３．００パーセントの割

合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（損害賠償） 

第 18 条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることがで

きる。 

 

（協議） 

第 19 条 本契約について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、双方

協議して定めるものとする。 

 



 

   

 

第 20 条 この契約に関する訴訟は、札幌地方裁判所を管轄裁判所として行うものとする。 

 

 

この契約の締結の証として本書 2 通を作成し、双方記名押印の上、発注者及び受注者が各 1 通

を保有する。 

 

 

令和 ８年 ４月  日 

 

（発注者）   

 

 

 

 

（受注者）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

別紙 

施設名 基本料金単価 従量料金単価 

札幌管区気象台庁舎 円/ kW 
平日料金 円/kWh 

休日料金 円/kWh 

室蘭地方気象台庁舎 円/ kW 
平日料金 円/kWh 

休日料金 円/kWh 

横津岳気象レーダー観測所 円/ kW 
昼間料金 円/kWh 

夜間料金 円/kWh 

 


